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 岩手県職員を対象とした小規模な職域組合で、預金は給与引去りによる毎月の積立とボー

ナス及び退職金を主な預金源とする一般的な預金の取扱で、リスク関連の金融商品は取扱を

していない。 
 また、貸出金は給与所得者に対する預金担保貸付と、定型の住宅及び消費者ローンの取扱

である。 
このような環境の中で県職員・組合員に役に立つことが地域貢献と位置づけ、健全性の向

上を図りながら相互扶助の基本理念に基づき職域社会に密着した金融機関を目指している。 
 そのためには組合員の要望や意見を事業運営に反映させることが、組合員のための組合と

して職域社会に対する貢献と考えて推進したが、計画どおりの結果と評価している。 
 
１．職域信用組合における金融の円滑化 
 ○ 経営健全化等の強化に関する実績の公表 
   条件変更実施先等要注意債権の健全化は、債務者区分を一旦要注意先とした債務者が

条件変更により返済が正常になった場合、正常先へ格上げが出来るよう自己査定基準書

を改正し、公表は件数も少ないことから「金融再生法開示債権」として、ディスクロ誌

等及びホームページで公表することとしたが現在は該当がない。 
 ○ 顧客への説明態勢・相談苦情処理機能の強化 
   平成１６年度までに与信取引の説明態勢に関する規程を制定して、契約意思や説明事

項の確認書を保管する体制を整備し、「苦情対応マニュアル」も作成して営業課と管理

課の相互牽制を図りながら、事実確認や報告と解決方法及び再発防止策を検討する体制

を完了しており県職員の職域信用組合としては十分な体制と評価している。 
   平成１７年度末にはホームページの運用を開始して、要望・意見とともに相談や苦情

も受ける機能を設置し、組合員からの情報を事業運営に反映させるほか、金融当局へ寄

せられた情報や各金融機関の相談・苦情の事例及び処理体制を参考に、苦情やトラブル

の未然防止を図る方針を継続する。 
 
２．経営力の強化 
 ○ リスク管理・収益管理態勢の整備・充実 
   全信組連が提供する機能を活用して整備する計画で、「一般債振替決済制度」に加盟

して有価証券管理システムに一般債データを移行した。 
   現状の市場リスク管理は有価証券管理システムによる国内一般債の管理と、証券会社

の時価情報活用による外国証券の二重管理となっており、評価方法を現状に対応するよ

う資金運用規程を改正した。 
今後もリスク管理態勢の整備・充実を図る方針でいるが、外国証券も有価証券管理シ

ステムへ移行されれば、全ての有価証券を一元管理する体制が完了する。 
   収益管理態勢はＡＬＭシステムのサポートを受け、データ整備を進めながらＡＬＭの

有効活用に向けてシステムの運用管理を開始しており、バーゼルⅡやオフサイトモニタ



リングへの対応も可能となった。 
   また、総合的な管理は全信組連監査機構のサポート監査により、リスクの所在を明確

にして問題点の解消に努めており、リスク管理委員会やＡＬＭ委員会等の開催により管

理態勢の整備・充実に努めている。 
 ○ ガバナンスの強化 
   ホームページの運用を開始したことで、ディスクロ誌等の回覧に比較して組合員に対

する経営情報の伝達機能が大幅に拡大し、岩手県のホームページからもアクセスが可能

としており、遠隔地の組合員とも双方向の情報交換が容易になったと評価している。 
   今後も経営情報の半期開示と営業情報の提供を継続するとともに、総代に対するアン

ケートに加えホームページでも組合員からの意見・要望と、相談や苦情等を受付ける機

能を設置しており、内容によっては公表するとともに常務会・理事会でも検討しながら

経営に反映させる方針を継続する。 
 ○ コンプライアンス態勢の強化 
   職員同士による相互牽制及び事務知識の習得を目的として実施している自店監査と、

２名体制の出張所の担当者を一定期間交替させる制度の実施により、お互いにチェック

し合い改善する意識が向上し成果が見えてきたと評価している。 
   自店監査は監査項目を見直しながら充実させる方針で、外部からのチェックとして全

信組連のサポート監査を引続き活用する。 
   顧客情報の管理については「個人情報保護規程」等の関連規程を制定し、全職員が「個

人情報取扱者講座」の通信教育を終了するなど取扱の周知を図ったほか、自店監査やサ

ポート監査によるチェックで情報の紛失・漏洩の絶無を期し、情報の利用や使用後の管

理を徹底している。 
 ○ ＩＴの戦略的活用 
   ホームページの開設とインターネット関連の環境を整え、全信中協の「しんくみ生活

総合センター」機能を活用してコンサルティングや相談業務を充実させるため、センタ

ー機能の活用方法、家計診断・ライフプランニング等知識の習得を図り、生活情報提供

と相談業務に対応する体制の整備は完了した。 
   現状では組合員からの利用申込が未だ少ない状況で、担当者の育成と組合員へのＰＲ

を強化して利用者の増加を図ることが課題と考えている。 
 
３．地域利用者の利便性向上 
 ○ 利用者の利便性向上のためホームページを開設したが、組合からの情報提供と組合員

からの要望・意見を受ける機能を設置して、双方向の情報伝達手段として活用している。 
   組合員に対する機能としてはキャンペーン情報等の提供と、給与引去りによる積立・

預金及び組合加入の申込やローンの相談を可能としており、ボーナス時期や毎月の積立

申込の受付処理が機動的にできる体制を整えた。 
   岩手県のホームページからのアクセスも可能で、遠隔地の組合員への情報提供や申込

も随時利用可能となったが、満足度に関するアンケート結果では地方職場職員の組合利

用が少ない状況が明らかになり、ＰＲの強化で地方組合員の利用拡大を図ることが課題

である。 


